
 

日本大学社長会 会則 
 

第１章 総則 

第１条（名 称） 

この会は、日本大学社長会（以下「社長会」という）と称する。 

  

第２条（目 的） 

社長会は、会員相互の親睦と福利増進を図り，自立・自助の精神に則り、学校法人日本大学との 

共生組織体としての機能を発揮し、母校の興隆発展に寄与することを目的とする。 

 

第３条（事 業） 

   社長会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

   ① 会報の発行及び各種出版物の刊行に関する事項 

   ② 会員相互の福利厚生等に関する事項 

   ③ 日本大学への寄付等支援に関する事項 

   ④ 日本大学教職員の教育・文化活動への奨励及び助成に関する事項 

   ⑤ 日本大学学生等の募集及び就職支援に関する事項 

   ⑥ 日本大学と桜門社長会会員との交流全般に関する事項 

   ⑦ 起業家育成支援に関する事項 

   ⑧ その他桜門社長会が必要と認めた事項 

 

第４条（事務局）  

社長会事務局を、日本大学桜門会館内または会長が指定する場所に置く。 

 

第２章 会員 

第５条（会員資格） 

社長会の会員となる資格は、以下の会員の中から、経営者、これに準ずる者、またはこれらにあっ

た者のうち、幹事会の承認を得た者が有する。 

（１）日本大学校友会正会員 

（２）日本大学校友会推薦会員 

（３）日本大学校友会賛助会員 

 ２ 幹事会は、前項に定める者の中から、本会の目的に賛同し、かつ品行が方正な者につき、社長会の

入会を承認する。 

 

第６条（会費） 

社長会の会費は、年額２万円とする。 

 ２ 社長会の幹事会費は、別に定める。 



 

第３章 名誉会長・名誉顧問 

第７条（名誉会長・名誉顧問） 

   社長会に名誉会長及び名誉顧問を置くことができる。 

２ 名誉会長・名誉顧問は、社長会に功績のあるものを、会長が委嘱する。 

 

第４章 役員 

第８条（役員） 

社長会に次の役員を置く。 

（１）会 長 １名 

（２）副会長    ６名 

（３）幹 事 会員総数の２割以内 

２ 社長会役員は、日本大学校友会正会員のうちから（社長会会員に限る。）、総会の決議を経て選出す

る。ただし、会長に選出される者は、副会長または幹事を２年以上経験し、かつ社長会会員の５名以

上の推薦を得ることを要する。 

３ 社長会役員は、幹事会を構成する。 

 

第９条（監査の選出） 

監査は，幹事のうちから、幹事会の承認により、選出する。 

 

第１０条（会計担当の選出） 

会計担当は、幹事のうちから、幹事会の承認により、選出する。 

 

第１１条（役員の任期） 

役員の任期は，３年とし，再任を妨げない。 

２ 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第５章 顧問 

第１２条（顧問） 

   顧問は、日本大学校友会正会員のうちから、会長が指名し、幹事会が承認することにより選任する。 

 ２ 顧問の任期は、特に定めない。 

 

第６章 役員の職務 

第１３条（会長の職務） 

会長は、社長会を代表し、会務を総括する。 



 

  

第１４条（副会長の職務） 

副会長は，会長を補佐し、会長の命を受け、所管の業務を遂行する。 

２ 会長に事故あるとき、又は、欠けたときには、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理

又は代行する。 

 

第１５条（幹事の職務） 

   幹事は、会計及び財務、並びに会務について監査し、その結果を幹事会に報告する。 

 

第１６条（監査の職務） 

監査は、会計・財務並びに会務について監査し、その結果を総会に報告する。 

 

第１７条（会計担当の職務） 

会計担当は、会計業務の会務を行う。 

 

第７章 会議 

第１８条（会議の種類） 

   会議は、総会、会長・副会長会議、幹事会とし、会長が招集して議長となる。 

 

第１９条（総会） 

総会は、年１回定期総会を開き、必要に応じ臨時総会を開くことができる。 

２ 総会は、事業報告、収支決算報告、事業計画案及び収支予算案等の承認、並びに、会則の変更、役

員の選任及び規程等の制定・改廃その他必要な事項について審議決定する。 

３ 総会の招集については、総会期日の２週間前に、然るべき方法により、会議の目的･日時･場所等を

通知しなければならない。 

４ やむ得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもっ

て表決し、又はほかの会員を代理人として表決を委任することができる。 

５ やむ得ない理由のため招集しての開催が困難な場合は、あらかじめ通知された事項について書面を

もって表決し、総会の決議とみなすことができる。 

 

第２０条（会長・副会長会議） 

   会長・副会長会議は会長が必要と認めたとき会長が招集し開くことができる。 

 ２ 会長・副会長会議は、総会の準備、入会の承認、監査・会計担当の選任、その他本会の会務の運営

に必要な事項を審議決定する。 

 

第２１条（幹事会） 

   幹事会は、年１０回開催し、必要に応じ臨時幹事会を開くことができる。 



 

 ２ 幹事会は、総会の準備、入会の承認、監査・会計担当の選任、その他本会の会務の運営に必要な事    

項を審議決定する。 

 ３ やむ得ない場合は、会長・副会長会議をもって幹事会に代えることができる。 

 

第２２条（会議の決議） 

会議は、構成員の２分の１以上の出席をもって定足数とする。 

２ 委任事項を明示した書面をもって議長に委任した者は、出席者とみなす。 

３ 議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

第８章 支部 

第２３条（支部） 

この会は、円滑な運営と会員相互の交流の促進を図るために、必要に応じてブロックを設け、支部 

  を設置することができる。 

 ２ 支部の設置方法・運営については別に定める。 

 

第９章 旅費 

第２４条（旅費の支給） 

社長会会員が幹事会の事前または事後の承認を得て出張した場合は、下記のとおり旅費を支給する。 

（１）東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉への出張：1 日あたり 2,000 円 

（２）その他の場合：実費の半額 

 

第２５条（実費の対象） 

   前条２号による実費の対象なるものは、交通費及び宿泊費に限り、その他のものは幹事会が事前ま

たは事後に決する。 

２ 交通費は、公共交通機関を使用し、経済的かつ適当な順路によって計算されたものに限る。ただし、

幹事会の事前または事後の承認を得ることにより、自家用車またはタクシーを利用することができ、

自家用車を利用する場合は、適正なガソリン代及び高速代を含むものとする。 

 

第１０章 慶弔金 

第２６条（慶弔金の支給） 

社長会会員に対して、幹事会の事前または事後の承認により、慶弔金（本人のみ 10,000 円）を支給

し、その他のものは幹事会が事前もしくは事後に決する。 

 

第１１章 資産及び会計 



 

第２７条（資産） 

社長会の資産は、固定資産及び流動資産とする。 

２ 次の各号に掲げる収入は、すべて社長会の資産とする。 

（１）資産から生ずる果実 

（２）社長会年会費収入から日本大学校友会年会費を控除したもの 

（３）役員年会費収入 

（４）寄付金 

（５）その他の収入 

 

第２８条（資産等の処分) 

固定資産及び流動資産の処分については、幹事会の決議を要する。 

 

第２９条（資産の管理） 

社長会の資産は、会長が管理し、銀行等の定期預金にするなど、安全確実な方法により管理するも

のとする。 

 

第３０条（経費） 

社長会の経費は、第２４条第２項の収入をもって充てる。 

 

第３１条（会計） 

社長会の会計は一般会計をもって表示する。 

 

第３２条（予算） 

予算は、幹事会の承認を得て、総会の議を経なければならない。 

２ 予算に著しい変更がある場合には、前項を準用し、補正するものとする。 

 

第３３条（決算） 

決算は、会計年度終了後、４カ月以内に行い、これについて監事の意見を求めるものとする。 

２ 決算は、幹事会の承認を得て、総会の議を経なければならない。 

 

第３４条（余剰金の扱い） 

決算において余剰金があるときは、積立金に編入するか、又は次会計年度に繰り越すものとする。 

 

第３５条（報告義務） 

予算及び決算は、議決後遅滞なく、然るべき方法により、会員に報告しなければならない。 

 

第３６条（会計年度） 

社長会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 



 

 

第１２章 会員資格の喪失 

第３７条（会員資格の喪失） 

   社長会の会員たる資格は、下記各号に該当し、幹事会の決議を経ることにより喪失する。 

（１）年会費の支払いを怠ったとき 

（２）私的・公的を問わず、非違行為があったとき 

（３）その他第３条に定める目的に反する行為があったとき  

（４）その他本会の会員として不適切と認められる行為があったとき 

２ 前項の決議は、出席者の３分の２以上の決議によるものとする。 

                               以 上 

  

附 則 

この会則は，２０２０年７月２日に遡り施行する。 

（２０１２年５月３０日制定） 

（２０１２年５月３１日施行） 

（２０１３年５月１６日改正） 

（２０１６年５月１７日改正） 

（２０１９年５月２２日改正） 

（２０２１年 6 月２９日改正） 

（２０２２年 7 月１３日改正） 

（２０２４年 6 月 6 日改正） 

 


